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今回のお知らせ内容 

〇 定住自立圏あんしんカード事業をご存知ですか？ 

〇 通所型・訪問型サービスＣ事業開催のご案内 

〇 認知症サポーター養成講座開催の様子 

○ お元気くらぶのご案内 

 

 
 

定住自立圏あんしんカード事業とは？ 

 認知症により道に迷ったり、しょっちゅう出歩く等の心配がある方の情報を市

町村及び警察に事前に登録しておき、もし道に迷って保護された時は、登録情報

から個人を特定してすみやかにご家族へ連絡するものです。八戸定住自立圏（八

戸市・階上町・南部町・三戸町・おいらせ町・五戸町・新郷村）が共同で行って

います。 

 

 

対象となる方は？ 

おおむね６５歳以上で、認知症等で徘徊して自宅に戻れなくなるおそれのある

方です。費用はかかりません。 

 

 

登録までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

申請書に記入・押印 

申請書を新郷村地域包括支援センター(総合福祉センター内)に提出 

準備するもの 

(必須)申請者の認め印 

(任意)登録者の写真 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もし、行方不明になったら・・・ 

                  行方不明は生命に関わる重大な事件です。 

                            近所や常会の方等に本人の状況を伝え 

                           ておくと、日頃の見守りやもしもの時に 

          ↓                協力を得られやすいでしょう。 

 

                            もしもの時は長時間自分たちだけで探 

                           す必要はありません。 

ためらわず早い段階で警察に連絡し、 

                           捜査協力を依頼しましょう。 

          ↓ 

 

 

 

 

          ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

＊五戸警察署への情報提供と個人情報の使用等に関する同意について＊ 

登録者が道に迷って保護された際、すみやかにご家族へ連絡できるよう、申請

書の写し（写真を含む）を地域包括支援センターから五戸警察署に提供します。

また、必要に応じて個人情報を使用したり、関係機関（介護サービス事業者や民

生委員等）へ情報提供することがあります。 

 連絡先となる方を含め、申請書に記載される方全員が上記について同意の上で

申請下さい。 

あんしんカードの受理 

村の担当が申請書の内容を確認し

ます。カードのお渡しまで、日数が

かかることがあります。 

あんしんカードの活用 

例）・登録者の財布や靴の中敷きの下等に入れる 

・カード番号を登録者の衣服のタグ等に書く 

行方不明の疑い 

行きそうな場所に

も居ない 

警察（１１０番）へ連絡 

警察が捜査の手がかりとなる情報を電話や現場（ご自宅等）にお伺いしてお聞きし

ます。状況を一番よくわかる方が現場に残り、状況を伝えるようにしましょう。 

 五戸警察署がタクシー会社やラジオ局など様々な機関と連携しながら捜査します。 

 あんしんカードに登録していると保護された際に速やかに連絡することができま

す。 



介護予防・日常生活支援総合事業 

 

 

 

基本チェックリストのお返事で「運動」「栄養」「口腔」の低下の恐れがあると

判断された方を対象に『通所型サービスＣ』と『訪問型サービスＣ』の事業案内

をお送りしました。 

 これからもいつまでも元気に過ごすために、ぜひご参加ください。 

 

内  容：・水中運動（温水の中で歩いたりストレッチをして筋力をつけます） 

     ・栄養教室（栄養バランスのとり方や調理の工夫を学びます） 

     ・口の健康（歯医者さんから口の動きや口腔体操を学びます） 

開催期日：平成２８年１０月２４日（月）から週１回程度の５か月間 

訪問型は３か月間で自分が設定した日時に開催 

場  所：自宅（訪問型）または総合福祉センターおよびバーデパークふくち 

対 象 者：対象となる方へ、基本チェックリストの結果にチラシを同封していま

す。 

料  金：無料 

参加申込：平成２８年１０月１４日（金）までに地域包括支援センター 

（☎６１－７５６０）：保土沢までお電話下さい。 

 

今一度、基本チェックリストの結果をご確認ください！！ 

 

 

 

 

 

 

 

９月１５日（月）に新郷村役場職員（８名）を対象に、認知症サポーター養成

講座を開催しました。認知症の来客も増えると想定し、症状や対応の仕方などを

学びました。 

村では認知症サポーターを養成するキャラバンメイト登録者が３名おり、ご希

望があれば講座を開催します。ぜひ認知症について学ぶ機会を作りませんか？ 

 

 

認知症サポーター養成講座開催の様子 



 

お元気くらぶのご案内 
 

 

今年度もおおむね６５歳以上の方を対象に、冬期間閉じこもり防止のため、お

元気くらぶを開催いたします。ご近所お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。 

 

 

１．期  間  平成２８年１０月下旬～平成２９年３月末まで、全６回開催 

２．内  容  各常会の集会所等で、手工芸やレクリエーション・体操など、

参加した方が話し合ってやりたいことを決めます。 

        男性のみの活動も大歓迎です。 

３．参加申込  常会長さんへ申込み下さい。 

申し込み順に２３会場にて開催予定です。 

４．そ の 他  活動資金として委託料（会場使用料や講師料等）が支払われま 

すが、手工芸品など個人で持ち帰るものは実費で購入していた 

だきます。 

５．問い合わせ 地域包括支援センター（６１－７５６０）對馬
つ し ま

まで 

  

 

昨年度の活動の様子 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


